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【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
四
号
）

一

職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
行
う
業
務
で
あ

っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
危
険
業
務
手
当
の
特
例
を
廃
止

す
る
こ
と
と
し
た
。

二

職
員
が
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
行
う
業
務
で
あ

っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
危
険
業
務
手
当
の
特
例
を
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
五
号
）

一

市
町
村
が
処
理
し
て
い
る
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
事
務
の
範
囲
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
を
図
る
た
め
の
県
税
の
課
税
免

除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
六
号
）

一

促
進
区
域
内
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
免
除
の
要
件
に
係
る
基
本
計
画
の
同
意
の
期
限
及

び
適
用
対
象
施
設
の
設
置
の
期
限
を
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
七
号
）

一

児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
八
号
）

一

内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
政

令
等
規
制
事
業
に
係
る
主
務
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要

の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
九
号
）

一

優
良
住
宅
地
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
等
に
係
る
地

上
階
数
四
以
上
の
中
高
層
の
耐
火
建
築
物
の
建
築
を
す
る
一
定
の
事
業
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十

号
）

一

警
察
職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
に
係
る
業
務
等
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

警
察
職
員
が
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
患
者
に
係
る
業
務
等
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



●

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
一
号
）

一

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
よ
る
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
講
習
に
係
る
手
数

料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
五
号
）

一

ふ
ぐ
処
理
師
の
免
許
要
件
の
う
ち
、
本
県
が
行
う
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
に
合
格
し
た
者
と
同
等
以
上

の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
を
、
他
の
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
試
験
の

う
ち
本
県
と
同
等
以
上
の
試
験
に
合
格
し
た
者
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
六
号
）

一

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
八
項
の
前
の
見
出
し
中
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
」
に
改
め
、
同
項
及
び
附
則
第
九
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

8

職
員
が
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

で
、
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
係
る
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
も
の
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。）
か
ら

県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
業
務
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
は
、
危
険
業
務
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
第
六
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

9

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
危
険
業
務
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
五
百
円
（
緊
急
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
業
務
で
あ
っ
て
、
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与

え
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
千
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
応
じ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号



徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
二
十
九
の
項
2
中
「
停
止
命
令
」
を
「
停
止
の
命
令
」
に
改
め
、
同
項
6
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

6

政
令
第
三
十
八
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
実
地
検
査
及
び
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
実
地
検
査
に
代
え
て
す
る
報
告
の

徴
収
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
確
認

第
二
条
第
二
項
の
表
三
十
の
項
2
中
「
停
止
命
令
」
を
「
停
止
の
命
令
」
に
改
め
、
同
表
三
十
一
の
項
4
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

4

政
令
第
三
十
八
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
実
地
検
査
及
び
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
の
実
地
検
査
に
代
え
て
す
る
報
告
の

徴
収
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
確
認

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
二
十
五
号



地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
を
図
る
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
を
図
る
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

初
校

　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
を
図
る
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
二
十
六
号



徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
の
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
内
閣
府
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
二
十
七
号



就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
主
務
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命

令
」
を
「
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
主
務
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
二
十
八
号



徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
十
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
六

削
除

別
表
第
一
の
三
十
七
の
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」
の
下
に
「（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

再
校

　

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
二
十
九
号



徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
項
の
前
の
見
出
し
を
「（
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
患
者
に
係
る
業
務
等
に
従
事
す
る
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
）」
に
改
め
、
同
項
及
び
附
則
第
八
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

7

警
察
職
員
が
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
で
、
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
係
る
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
も
の
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。）

の
患
者
に
係
る
業
務
等
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
は
、
感
染
危
険
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
手
当
で
当

該
業
務
等
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
当
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

支
給
し
な
い
。

8

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
感
染
危
険
手
当
の
額
は
、
業
務
等
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
五
百
円
（
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
業
務
等
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も

の
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
千
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
号



徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
七
十
八
の
三
の
項
中
「
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
」
の
下
に
「
又
は
第
十
六
号
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号



徳
島
県
規
則
第
三
十
五
号

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
別
表
第
二
に
掲
げ
る
都
府
県
の
知
事
が
行
う
食
用
の
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
」
を
「
他
の

都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
が
実
施
す
る
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る

試
験
の
う
ち
、
知
事
が
条
例
第
七
条
の
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
（
以
下
「
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
」
と
い
う
。
）
と

同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
条
例
第
七
条
の
」
及
び
「
（
以
下
「
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
を
削
り
、
第
二
十
八
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
三
十
六
号

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
十
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
項
第
三

百
八
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百
八
十
二

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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